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「久留米市立山本学校いじめ防止基本方針」

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じ

させるおそれがあるものである。

本基本方針は、学校・地域・家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの防止等のための

対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

１ いじめの防止等の取組に関する基本理念について

いじめは、全ての児童に関係する問題であり、いじめの防止等の対策は、全ての児童が安

心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、い

じめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

また、いじめの防止等にあたっては、「いじめは人間として絶対に許されない」という強い

認識のもと、「どの学校、どの子にも起こりうる」という危機意識を持つとともに、「いじめ

られている子を最後まで守り抜く」という強い信念を持ち対応に当たるものとする。

２ いじめの防止に向けた学校組織体制について

(1) いじめの定義

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心

身の苦痛を感じているものをいう。」

(2) いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置

ア「学校いじめ防止基本方針」の策定

いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、本校におけるいじめ防止等のための対策を総

合的かつ効果的に進めるため、「山本小学校いじめ防止基本方針」を定める。

イ「校内いじめ・不登校対策委員会」の設置

いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組を実効的に行うために、校長、教頭、

主幹教諭、養護教諭、生徒指導部（コーディネーター）、スクールカウンセラー等で構

成する「校内いじめ・不登校対策委員会」を設置し、毎月１回、定期的に開催する。

生徒指導部（コーディネーター）

校長 教頭 いじめ・不登校対策委員会 主幹教諭

養護教諭

【外部連携団体】 スクールカウンセラー・保護者代表（Ｐ会長）

校区コミュニティー・専任少年指導員(青少年育成課)

校区青少年育成協議会・家庭子ども相談課

児童相談所 ・警察署 ・スクールサポーター
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ウ 学校の取組状況の評価と検証

「校内いじめ・不登校対策委員会」において、学校基本方針に基づくいじめ問題への取

組状況を評価するとともに、いじめ問題への効果的な対策が講じられているかどうかを

検証し、検証の結果を指導の改善に生かすようにする。

エ 関係機関との連携

いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談す

るものや直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。そのため、日常的に所轄

の警察署等と連携していくこととする。

また、いじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、久留

米市教育委員会との連携や関係機関との連携、関係会議等への参加や担当窓口の明確化

等を引き続き行い連携強化に努める。

オ 適切な学校評価

学校評価については、国の「学校評価ガイドライン」を参考に、いじめの有無やその

多寡のみを評価するのではなく、日頃からの児童（生徒）理解、未然防止や早期発見・

早期対応の取組、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等の評価項目を作成し、アンケー

ト調査等により行い、その結果を以後の取組に生かす。なお、いじめの取組に関する評

価は、「校内いじめ・不登校対策委員会」において行う。

３ いじめの防止のための具体的取組について

(1) いじめを生まない教育活動の推進

ア 人間関係スキル育成の取組の推進

①安全安心を大切にした子どもの｢居場所｣となる学校学級づくりに努め

る。

②個に応じた指導、授業の改善を図り、わかる授業づくりをする。

イ 生命尊重や思いやりの心を育てる道徳教育の推進

①命のバトンをつなぐ菊づくり、栽培体験活動を推進する。

②感謝の気持ちを伝える交流の場を設定する。

ウ 基本的生活習慣や規範意識の育成

①清掃活動や小さな親切運動を積極的に推進する。

②多様な集団活動等を通して、時間やルール、マナーを守ろうとする態度を育てる。

③地域や家庭との連携を通して、スローメディアの取組を推進する。

エ いじめ問題を解決できる学級・学年集団づくりの推進

①「あおぞら」「かがやき」「わたしたちの道徳」等を積極的に活用し、道徳の時間の

充実を図りながら人権感覚を高める教育を推進する。

②多様な教育活動を通して、一人一人のよさや考え方の違いに気づかせ、相手の立場

を尊重する態度を育てる。

オ 児童の自治活動の推進

①学級や学校内の自分たちの仕事を分担処理したり、創造したりする活動を通して自

主性や社会性を育てる。

②自分たちの生活を向上させるために学級生活に関する諸問題を解決する活動を通し

て、実践的な態度を育てる。
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カ 児童の連帯感や存在感を高める体験活動の推進

①学校行事や縦割り班活動等を通して、異学年と関わりを持つことの楽しさや大切さ

を味わわせる。

②地域の教育資源(ひと･もの･こと)を積極的に活用し、実感を伴った体験活動を推進する。

(2) いじめの早期発見

ア いじめ問題に対する学校の取組の充実を求めるため、福岡県教育委員会作成の「い

じめの早期発見・早期対応の手引」の活用の徹底を図る。

イ 「いじめに特化した無記名アンケート」（学期に１回）及び「こころのアンケート」（毎

月初めに１回）を実施する。また、１０月の市「いじめ問題対応強化月間」の取組を

通じ、保護者に「家庭用チェックリスト」を配布し、早期発見に努める。

ウ 児童や保護者等がいじめに係る不安や悩み等の相談を行うことができるように、教育

相談週間の実施（学期に１回程度）や教育相談ポストの設置を行うとともに、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用によるいじめの早期発見の体制の充

実に努める。

エ 積極的な児童の実態把握に努める。

○毎朝出席状況を確認する。（欠席届がない場合、必ず電話で確認する。）

○子どもの健康状態に留意し、健康観察簿を養護教諭に９：００までに渡す。

（健康観察終了後、廊下の観察簿かけに９：００までにかけておく。）

○児童の学級や学校、地域における友人関係を把握する。

○家庭環境や保護者の教育観をさぐる。

※ 教師の観察（運動場や図書室に一人でいる子はいないか）

アンケートでの実態把握（家庭環境調査等)

(3) いじめの早期対応

ア いじめを発見した場合及びいじめに係る相談を受けた場合は、「校内いじめ・不登校

対策委員会」に報告し、速やかに事実の有無の確認を組織的に行うとともに、その結果

を教育委員会に報告する。

イ いじめの事実が確認された場合は、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童

の安全を最優先に考えるとともに、いじめを受けた児童・保護者への支援といじめを行

った児童への指導と保護者への助言を継続的に行う。 また、必要に応じ、スクールカ

ウンセラーによるカウンセリング等を行い、いじめを 受けた児童の心のケアに努める。

ウ 学校がいじめの事実が確認された場合において必要があると認めるときは、いじめを

受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために、いじめを行った児童に対し

て教室以外の場所において学習を行わせる等の措置を講ずる。

エ 学校は、いじめの関係者間における争いが起きることがないよう、いじめの事案に係

る情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。

オ 学校は、いじめが犯罪行為として扱われるべきものであると認めるときは、教育委員

会及び所轄警察署と連携して対処する。

※ 具体的対応上の留意点

○ いじめられた子に対して
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・ いじめられた子を必ず守るという姿勢を示す。

・ いじめられた子どもの立場に立ち、苦しみや不安を受け止め、信頼関係を保つ。

・ その場限りでなく、継続して見守っていく。

○ いじめた子・問題行動を起こした子について

・ 問題点(生育歴、家庭環境、友人関係等)を整理し、学年に応じた指導を行う。

・ 学級や担任だけの問題とせず、学校全体として取り組んでいく。

・ 家庭との連絡を密にし、連携をとりながら指導に当たる。

・ 必要に応じて、専門機関の指導を受けながら指導に当たる。

○ 保護者に対して

・ 校長（教頭）に事実関係を正確に報告し、事前に指導を受け、保護者との連絡

をとり、場合によっては複数の教師で対応する。

・ 保護者の誤解を生まないように事実関係を正確に伝える。

・ 協力体制ができるような話を行う。

｢担任（学校）としてはこう指導します。家庭では、このようにお願いします。｣

○ 職員全体

・ 担任を支え、組織的に当たる。（対策委員会で協議）

・ 窓口は一つとし、校長（教頭）が当たる。（個人的な考えで､外部に対処しない。）

カ いじめが解消していたとしても、いじめに関する情報共有や報告を積極的に行う。

(4) ネット上のいじめへの対応

ア ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、保護者との連

携のもと、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講ずる。

イ 具体的な対応に当たっては、必要に応じて法務局に協力を求めたり、児童の生命、身

体等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、所轄警察署に通報し、適切な援助を求め

たりするなどの措置をとる。

ウ 家庭におけるネットいじめへの理解や早期発見のために、ネット上のいじめに関する

家庭用リーフレットの配布や「保護者と学ぶ規範意識育成事業」を活用した情報モラル

に関する啓発の充実に努める。

(5) 教員研修の充実

ア 年度当初に、「いじめの早期発見・早期対応の手引」等を活用しながら、いじめ問題に

ついての早期発見・早期対応に関する共通理解を図るための研修を実施する。

イ 夏季休業期間等において、いじめ問題に関する事例研究や児童生徒理解の深化等の研

修を実施するとともに、スクールカウンセラー等の専門家を講師に招聘し、教職員の実

践的指導力の向上を図る。

ウ 「いじめの早期発見・早期対応の手引」の「教師自らを振り返るポイント」を活用し

て、いじめを見逃さないための教員自らの感性を豊かにするための自己評価を定期的に

実施する。

エ 授業評価等を活用して、自らの言動が児童生徒にどのように受け止められているかを

客観的に捉え直す機会を研修内容に位置づける。

オ 教員と児童及び保護者との信頼に基づいた関係づくりや対応の在り方に関する研修を

実施する。
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(6) 保護者・地域等への働きかけ

ア 保護者及び家庭における子どもの規範意識の育成を支援するために、いじめに特化し

たリーフレットの家庭への配布や相談窓口の紹介カードの配布、久留米市教育相談窓口

の周知など家庭への支援を継続し、啓発活動を推進する。

イ 家庭におけるインターネットを通じて行われるいじめへの理解や早期発見の促進のために、

家庭用リーフレットを配布し、インターネットを通じて行われるいじめに関する内容の周知に

努める。

ウ 福岡県ＰＴＡ連合会による６月・１０月の「いじめ撲滅月間」における取組の推進を

図り、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに家庭訪問や

学校通信などを通じて、家庭との緊密な連携協力を進めることに努める。

４ 重大事態への対処について

いじめにより、児童の生命･心身等に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

(1) 重大事態が発生した場合、直ちに事態発生について市教育委員会に報告する。

(2) 市教育委員会と調査主体や調査組織について協議した上で、当該事案へ対処する組織を

設置する。

(3) 上記組織を中心として、当該事案についての客観的な事実関係及び再発防止のための調

査を行う。

(4) いじめられた児童又は保護者の希望により、並行して市長及び市教育委員会による調査

を実施する場合には、各調査主体が密接に連携し、調査対象となる児童への心理的な負担

を考慮しながら調査を実施するものとする。

(5) 学校が調査主体とならなかった場合、学校は当該事案に関する資料を提供するなど、積

極的に調査に協力するものとする。

(6) 当該事案に係る調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者に対し、当該調査

に係る事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

(7) 当該事案に係る調査結果について教育委員会へ報告する。

(8) 調査結果について全職員共通理解のもと必要な措置を講じる。
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５ 重大事態対応フロー図


